
文化振興課

文化振興担当

2887

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B27
アーティストボランティアコンサート事業費 総務費 県民費 文化振興費 文化振興推進費

戦略項目 12 日本一の共助県づくり

分野施策 050101 文化芸術の振興

１　事業の概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
繰 入 金

決定額 2,454 2,454 0 0

前年額 2,454 2,454 0

平成25年度予算見積調書
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

事 業
期 間

平成10年度～ 根 拠
法 令

埼玉県文化芸術振興条例　第17条

　アーティストボランティアバンクに登録している音楽
家の協力を得て、社会福祉施設や病院に長期にわたり入
所・入院するなど、コンサート会場に出かけることが難
しい方に、身近なところで生の音楽を鑑賞する機会を提
供する。

（１）アーティストボランティアコンサートの開催
                                         2,454千円

（１）事業内容
　　ア　アーティストボランティアコンサートの開催
　　　　ボランティア活動保険加入料、ピアノ・大型楽器レンタル料、募集案内送料　　2,454千円

　　　
（２）事業計画
　　　ボランティア音楽家と社会福祉施設・病院等との橋渡しを行い、アーティストボランティアコンサートを
　　開催する。

（３）事業効果　
　　　ボランティアコンサート開催件数　　H21：138件　H22：220件　H23：254件

（４）県民・民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況
　　　アーティストボランティアバンクに登録いただいている音楽家の協力を得ながら、施設の希望に沿った
　　コンサートが開催できるよう調整を行う。

　（県10/10）

　9,500千円×0.6人＝5,700千円

前年との
対比

― 県民生活部 B27 ―
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